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市 政 �だ よ り �

　
各
地
区
の
民
生
委
員
の
連
絡
先
、

民
生
委
員
制
度
に
つ
い
て
の
お
問
い

合
わ
せ
は
、
市
社
会
福
祉
事
務
所
（
市

役
所
１
階
０
番
窓
口
）3
32
‐
２
０
６

４
へ
ど
う
ぞ
。�

�

国
民
年
金
保
険
料
納
付�

に
つ
い
て�

民
生
委
員
は
地
域
福
祉
の
推
進
役
で
す�
身
近
な
福
祉
の
相
談
員�

　
み
な
さ
ん
は
民
生
委
員
を
ご
存
じ
で

す
か
？
名
前
だ
け
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
と
い
う
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。
今
回

は
民
生
委
員
の
活
動
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。

役
割
　
社
会
奉
仕
の
精
神
を
持
っ
て
市

民
の
み
な
さ
ん
の
相
談
に
応
じ
、
そ

の
人
に
必
要
な
援
助
を
行
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
親
切
で
公
平
無
私
な
態

度
や
相
手
の
立
場
の
尊
重
、
秘
密
厳

守
を
信
条
と
し
活
動
し
て
い
ま
す�

※
福
祉
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は
、
お
気

軽
に
ど
う
ぞ�

身
分
　
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、

任
期
は
３
年
。
無
給
で
活
動
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
民
生
委
員
は
児
童
委

員
も
兼
ね
て
お
り
、
児
童
お
よ
び
妊

産
婦
の
福
祉
に
つ
い
て
の
援
助
、
指

導
活
動
も
行
い
ま
す

担
当
地
区
　
市
内
で
１
８
５
人
が
委
嘱

さ
れ
て
お
り
、
１
人
が
平
均
２
０
０

世
帯
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
基
本
的

に
は
１
町
内
会
に
１
人
以
上
が
委
嘱

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
世
帯
数
の
少
な

い
町
内
会
で
は
、
隣
接
の
数
町
内
会

で
１
人
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

担
当
地
区
を
持
た
な
い
主
任
児
童
委

員
が
18
人
委
嘱
さ
れ
て
お
り
、
お

お
む
ね
１
〜
２
小
学
校
区
に
１
人
活

動
し
て
い
ま
す

活
動
内
容
　
①
ど
の
よ
う
な
福
祉
サ
ー

ビ
ス
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い

て
調
査
し
、
市
な
ど
へ
意
見
を
提
出

②
み
な
さ
ん
の
福
祉
相
談
に
親
身
に

対
応
③
福
祉
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
、
み
な
さ
ん
へ
情
報
提
供
（
友

愛
訪
問
な
ど
）
④
一
人
ひ
と
り
に
合

っ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る

よ
う
、
市
な
ど
へ
の
連
絡
や
関
係
機

関
間
の
調
整
（
安
否
確
認
、
民
生
委

員
証
明
な
ど
）
⑤
社
会
福
祉
協
議
会

の
活
動
支
援
（
共
同
募
金
な
ど
）
な
ど
、

地
域
福
祉
の
増
進
に
向
け
た
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す

おわびと訂正�
広報つやま10月号の「つやまごよみ」の中で、「高田神社しし舞」の日付に誤りがありました。�
正しくは10月17日でした。おわびして訂正します。

来
年
は
い
っ
せ
い
改
選
　
現
在
の
民

生
委
員
は
平
成
16
年
11
月
に
任
期

満
了
と
な
り
ま
す
。
市
で
は
来
年

８
月
か
ら
次
期
民
生
委
員
を
県
知
事
、

厚
生
労
働
大
臣
へ
推
薦
す
る
作
業

を
開
始
し
ま
す
。
推
薦
は
市
連
合

町
内
会
各
支
部
長
な
ど
で
構
成
す

る
民
生
委
員
推
薦
会
・
準
備
会
で

行
い
ま
す

　
国
民
年
金
制
度
に
つ
い
て
の
お
問

い
合
わ
せ
は
、
市
保
険
年
金
課
（
市

役
所
１
階
５
番
窓
口
）
3
32
‐
２

０
７
２
ま
た
は
津
山
社
会
保
険
事
務

所
3
22
‐
７
１
１
６
へ
ど
う
ぞ
。�

国
民
年
金
は
あ
な
た
の
未
来
を
応
援
し
ま
す�

　
国
民
年
金
に
は
１
号
、
２
号
、
３
号

の
３
種
類
の
加
入
様
式
が
あ
り
、
１
号

は
自
営
業
や
農
業
、
学
生
な
ど
、
２
号

は
厚
生
年
金
、
共
済
組
合
の
加
入
者
、

３
号
は
２
号
の
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
で
す
。

　
本
人
が
会
社
を
退
職
し
た
、
扶
養
し

て
い
る
配
偶
者
が
扶
養
か
ら
外
れ
た
な
ど
、

資
格
が
変
わ
っ
た
ら
そ
の
つ
ど
市
役
所

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

「
３
号
取
得
届
」
は
会
社
や
共
済
組
合

を
通
じ
て
社
会
保
険
事
務
所
へ
届
け
を

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
届
け
が

遅
れ
た
り
、
届
け
な
い
で
い
る
と
保
険

料
を
一
度
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
り
、
免
除
申
請
が
で
き
な
く
な

っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
万
が
一
の
と
き
の
障
害
年

金
や
遺
族
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
必
ず
届
け
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
15
年
度
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
額
１
万
３
、
３
０
０
円
（
定
額
）
で

す
。
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
の
な
い
口

座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。
口
座
の
あ

る
金
融
機
関
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
保
険
料
が
割
引
に
な
る
前
納

制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

納
付
し
た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
に
な
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
津
山

社
会
保
険
事
務
所
（
田
町
）
3
23
‐

１
１
６
５
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　
年
金
を
受
給
す
る
に
は
最
低
25
年

の
受
給
資
格
期
間
が
必
要
で
す
。
受
給

資
格
期
間
が
足
り
な
い
人
は
60
歳
以

後
も
任
意
加
入
（
最
高
70
歳
ま
で
）

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
満
額
受
給
や
増
額
を
希
望
す

る
人
も
任
意
加
入
で
き
ま
す
の
で
、
厚

生
年
金
・
国
民
年
金
記
録
を
社
会
保
険

事
務
所
で
確
認
し
て
、
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

老
後
に
無
年
金
は�

悲
し
い
こ
と
で
す�

仕
事
や
資
格
が
変
わ
っ
た
ら�

届
け
出
を�
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